
 

②１次判定・管理⽅針の仮設定 
a）判定①－１ 

「前計画」で「個別改善」「維持管理」と位置づけられた団地・住棟を対象に、「（１）団地別・住棟
別状況の把握」で整理した団地毎の「需要」「効率性」「立地」を評価し、管理⽅針を仮設定する。 

判定①−1 は以下のフローに基づき行う。原則として、全ての評価項目が活用に適する場合は、将
来にわたる「継続管理団地」と仮設定し、いずれかの評価項目が活用に適さない場合は、維持管理に
ついて判断を留保する「管理保留団地」とする。 

 
■判定①－１（団地敷地の現在の⽴地環境等の社会的特性を踏まえた管理⽅針）フロー 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ）需要 

Ａ．入居率 
Ｂ．校区の世帯数増減 

ⅱ）効率性 ⅲ）立地 

管理保留団地 
（管理保留）候補 

３次判定で，総合 
的に活用手法を検討 

（継続管理）候補 
３次判定で，総合 

的に活用手法を検討 

需要が少ない 

不適 

継続管理団地 

ⅱ）効率性 
Ａ．用途地域 

（土地利用の適性等） 
Ｂ．敷地面積 

（敷地面積 1,000 ㎡以上） 

不適 

不適 

「前計画」で「個別改善」・「維持管理」と位置付けられた団地・住棟 

適 

需要あり 

ⅲ）立地 
Ａ．利便性 

（鉄道駅から 800ｍ又はバス停留所
から 300m 圏内） 

Ｂ．地域バランス 
（旧町村地域エリア内の配置状況） 

Ｃ．災害危険性 
（災害危険区域，土砂災害警戒区
域，津波浸水想定区域） 

適 

不適 

不適 

不適 適 

適 

旧
町
村
地
域
エ
リ
ア
内
唯
一の
団
地 

又
は
９
割
以
上
を
カ
バ
ー
す
る
団
地 

ⅱ）効率性 
Ａ．用途地域 

（土地利用の適性等） 
Ｂ．敷地面積 

（敷地面積 1,000 ㎡以上） 

ⅲ）立地 
Ａ．利便性 

（鉄道駅から 800ｍ又はバス停留所
から 300m 圏内） 

Ｂ．地域バランス 
（旧町村地域エリア内の配置状況） 

Ｃ．災害危険性 
（災害危険区域，土砂災害警戒区
域，津波浸水想定区域） 

-69-



 

■判定①－１結果【住棟別】（1/4） 

 
※立地総合判定の「▲」は、団地の一部で“立地評価”が低い箇所（例：一部災害危険性のあるエリアを含む）を意味する 
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■判定①－１結果【住棟別】（2/4） 

 
※立地総合判定の「▲」は、団地の一部で“立地評価”が低い箇所（例：一部災害危険性のあるエリアを含む）を意味する 
  

-71-



 

■判定①－１結果【住棟別】（3/4） 

 
※立地総合判定の「▲」は、団地の一部で“立地評価”が低い箇所（例：一部災害危険性のあるエリアを含む）を意味する 
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■ 判定①－１結果【住棟別】（4/4） 

 
※立地総合判定の「▲」は、団地の一部で“立地評価”が低い箇所（例：一部災害危険性のあるエリアを含む）を意味する 
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ｂ）判定①－２ 
判定①−２において、団地別・住棟別状況で把握した、物理的特性による改善の必要性・可能性を

判定する。また、判定結果により、住棟の改善の必要性・可能性として、「改善不要」、「要改善」、「優
先的対応（改善可能）」、「優先的対応（改善不可）」に整理した。ただし、耐震性能不足の改善は壁増
し打ちや開口部の閉鎖などを伴い、現実的には改善不可と考える。 

 
● 躯体の安全性 

団地・住棟の「躯体の安全性」については、耐震性について「予備診断」と呼ばれる構造形式を重
視した簡易な診断なども実施していないため、建設年度による耐震性の有無、構造別耐用年数（公営
住宅法施行令）の経過状況により判定する。 
■躯体の安全性 判定項目及び判定基準 

項目 判定基準 

Ａ．建設年度 
○昭和 56 年 6 月に建築基準法に定める耐震基準が改正されており、これ以前の建物

は震度 6 強から 7 に達する大規模地震による倒壊の危険性が高いとされるため、
「×：耐震性なし」とみなす。 

Ｂ．経過年数 
○公営住宅法施行令に定められた構造別の耐用年数を基準に、建設からの経過年数

が耐用年数を超えている住棟を「×：耐用年数超」、年数未満かつ 1/2 以上経過を
「▲：耐用年数残り僅か」、それ以外を「○：耐用年数あり」とみなす。 

総合判定 「○：安全」 いずれの項目においても「○」又は「▲」 
「×：安全でない」 いずれかの項目において「×」 

 
 

● 居住性 
住宅の基本的な耐久性や快適性を保つことに不可欠と考えられる，以下の表に示す事項については，

『整備水準の向上に積極的に取り組む事項』に位置付け，下表の判定基準を満たさない住棟は優先的
に改善を実施する。居住性に問題があると判定された箇所については，全て改善が可能であるものと
し，「要改善」，「優先的対応（改善可能）」のいずれかで対処することとする。 

 
■整備水準の向上に積極的に取り組む事項の判定項目と判定基準（1/2） 

判定項目 判定基準 

住⼾規模 ○住生活基本計画で設定されている，２人世帯の最低居住面積水準である，住
⼾専用面積 30 ㎡が確保されていること 

浴室の有無 ○浴室があること 
（浴槽の有無は問わない） 

３箇所給湯 ○台所，洗面所，浴室の３箇所全てに，給湯可能な設備が設置されていること 

便所の水洗化／洋
式化 

○便所が水洗化されていること 
○便所が洋式化されていること 

給水⽅式の 
変更 

○給水⽅式の変更（受水槽・高置水槽を必要としない水道本管直結給水⽅式や
直結増圧給水⽅式への変更） 

住⼾内各部の 
高齢化対応 

○階段，浴室，玄関，便所，脱衣室等に手すりが設けられていること  
を判定基準とする。 

共用部分の 
高齢化対応 

○共用廊下，階段に手すりが設けられていること 
（３階建以上対象） 
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■判定①－２結果【住棟別】（1/4） 
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■判定①－２結果【住棟別】（2/4） 
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■判定①－２結果【住棟別】（3/4） 
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■判定①－２結果【住棟別】（4/4） 
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①−1 および①−2 の結果より、「維持管理」、「A グループ（改善 or 建替）」、「優先再編」および「B
グループ（維持 or 廃止）と「Ｂグループ（建替 or 廃止）」に分類した。このうち「A グループ」、「B グ
ループ」及び「優先再編」については、次の２次判定においてそれぞれ事業手法の仮設定を行う。 
 
■判定①－１及び①－２結果【団地別総括】（1/4） 

 
 

 

  

前計画

目標：2022

八坊団地 1～2棟 一般住宅 簡二 9 S43.3.31 用途廃止 管理保留 管理保留
優先的対応

（改善不可）

Ｂ

建替or廃止

13,14,17,18,21,22棟 公営住宅 簡平 24 S49.3.31 建　替 管理保留

9,25,26棟 公営住宅 簡平 12 S50.3.31 建　替 管理保留

1,5,19,23棟 公営住宅 簡平 16 S51.3.31 建　替 管理保留

6,10,20,24,27棟 公営住宅 簡平 20 S52.3.31 建　替 管理保留

2,3,4,7,11 公営住宅 簡平 20 S53.3.31 建　替 管理保留

8,12,15,16,28棟 公営住宅 簡平 20 S54.3.31 建　替 管理保留

校区計 － － － 121 －

東2号棟,東3号棟 公営住宅 木平 4 H15.9.25 維持管理 １次判定へ

東1号棟,東4号棟 公営住宅 RC２ 16 H15.9.25 維持管理 １次判定へ

東7号棟,8号棟,9号棟,10号棟 公営住宅 木平 8 H17.7.11 維持管理 １次判定へ

東5号棟,6号棟 公営住宅 RC２ 16 H17.7.11 維持管理 １次判定へ

北1号棟,2号棟 公営住宅 RC２ 12 H17.7.14 維持管理 １次判定へ

西1号棟,2号棟,3号棟,4号棟 公営住宅 木平 8 H18.6.26 維持管理 １次判定へ

西6号棟,7号棟 公営住宅 RC２ 20 H18.9.26 維持管理 １次判定へ

南2号棟 公営住宅 RC２ 8 H20.1.21 維持管理 １次判定へ

南1号棟,3号棟,西5号棟 公営住宅 木平 6 H20.1.22 維持管理 １次判定へ

校区計 － － － 98 －

1棟～6棟 公営住宅 簡平 24 S44.3.31 建　替 管理保留

7棟～12棟 公営住宅 簡平 24 S45.3.31 建　替 管理保留

1棟～3棟 公営住宅 簡二 18 S55.3.31 個別改善 １次判定へ

4棟～5棟 公営住宅 簡二 12 S56.3.31 個別改善 １次判定へ

6棟～8棟 公営住宅 簡二 12 S56.3.31 個別改善 １次判定へ

1号棟 公営住宅 RC４ 16 S57.3.31 個別改善 １次判定へ

2号棟 公営住宅 RC４ 16 S58.3.31 個別改善 １次判定へ

4号棟 公営住宅 RC４ 16 S58.3.31 個別改善 １次判定へ

3号棟 公営住宅 RC３ 12 S60.3.31 個別改善 １次判定へ

2号棟 公営住宅 RC３ 18 S62.3.31 個別改善 １次判定へ

1号棟 公営住宅 RC３ 15 S63.3.31 個別改善 １次判定へ

1号棟 公営住宅 RC４ 24 H5.3.31 個別改善 １次判定へ

2号棟 公営住宅 RC３ 6 H5.3.31 個別改善 １次判定へ

1～3号棟 公営住宅 RC４ 24 H9.3.31 維持管理 １次判定へ

4～6号棟 公営住宅 RC４ 56 H10.3.31 維持管理 １次判定へ

7～8号棟 公営住宅 RC４ 32 H11.3.31 維持管理 １次判定へ

9～10号棟 公営住宅 RC４ 16 H12.3.31 維持管理 １次判定へ

11～12号棟 公営住宅 RC３ 24 H12.3.31 維持管理 １次判定へ

1～2号棟 公営住宅 RC４ 16 H13.4.10 維持管理 １次判定へ

3号棟 公営住宅 RC４ 24 H14.2.13 維持管理 １次判定へ

4～5号棟 公営住宅 RC３ 12 H14.10.24 維持管理 １次判定へ

校区計 － － － 417 －

大川内 上大川内団地 1,2棟 公営住宅 簡二 10 S57.3.31 維持管理 １次判定へ
管理保留

候補
改善不要

Ｂ

維持or廃止

1,2号棟 公営住宅 RC３ 18 H6.3.31 個別改善 １次判定へ

3号棟 公営住宅 RC３ 12 H7.3.31 個別改善 １次判定へ

早馬第二団地 4,5号棟 公営住宅 RC２ 28 H22.3.31 維持管理 １次判定へ
継続管理

候補
改善不要 維持管理

校区計 － － － 58 －

校区 団地名 棟名 区分
構造
階数

管理
戸数

建築
年次

①-1

判定

前計画を踏

まえた管理

方針

出水
上町団地 継続管理

①-2

判定

優先的対応

（改善不可）

東出水
太田原団地 継続管理 改善不要

西町団地

優先的対応

（改善不可）

平和団地
管理保留

候補

優先的対応

（改善不可）

改善不要

上屋団地
管理保留

候補

継続管理 要改善

鹿島団地

花立団地

継続管理 改善不要

継続管理 改善不要

米ノ津

早馬団地
継続管理

候補
要改善

西出水

継続管理

茶円堀団地

改善不要

維持管理

維持管理

Ａ

改善or建替

２次判定

グループ

優先再編

維持管理

Ｂ

建替or廃止

Ｂ

建替or廃止

Ｂ

維持or廃止

維持管理

Ａ

改善or建替
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■判定①－１及び①－２結果【団地別総括】（2/4） 
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■判定①－１及び①－２結果【団地別総括】（3/4） 
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■判定①－１及び①－２結果【団地別総括】（4/4） 
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③２次判定結果 
Ａグループの団地・住棟について、⻑寿命化改善事業を実施する場合のＬＣＣの縮減効果の算出を行った。選定した全ての団地・住棟において、縮減効果が期待できる結果となった。 

 

■ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出による効果検証結果一覧 
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Ｂグループおよび優先再編の団地・住棟について、管理⽅針及び事業手法について次のとおり整理した。将来ストック量を踏まえて、事業手法を仮設定する必要がある。 
 

■Ｂグループおよび優先再編の事業手法候補（将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定前） 
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参考：２次判定グループが維持管理の団地・住棟は下表の通りである。 
 

■維持管理の団地・住棟リスト 

 
■２次判定（仮）集計表 

判定分類 管理⼾数 割合 
維持管理 545 ⼾ 34％ 
改善（LCC 効果あり） 230 ⼾ 14％ 
用途廃止・優先再編 722 ⼾ 45％ 
改善（Ｂグループ） 99 ⼾ 6％ 
合 計 1,596 ⼾ 100％ 

       ※余剰⼾数は 488 ⼾。単純計算で 722 ⼾→234 ⼾へ集約すればよい 

前計画

目標：2022

東2号棟,東3号棟 公営住宅 木平 4 H15.9.25 維持管理 １次判定へ 4

東1号棟,東4号棟 公営住宅 RC２ 16 H15.9.25 維持管理 １次判定へ 16

東7号棟,8号棟,9号棟,10号棟 公営住宅 木平 8 H17.7.11 維持管理 １次判定へ 8

東5号棟,6号棟 公営住宅 RC２ 16 H17.7.11 維持管理 １次判定へ 16

北1号棟,2号棟 公営住宅 RC２ 12 H17.7.14 維持管理 １次判定へ 12

西1号棟,2号棟,3号棟,4号棟 公営住宅 木平 8 H18.6.26 維持管理 １次判定へ 8

西6号棟,7号棟 公営住宅 RC２ 20 H18.9.26 維持管理 １次判定へ 20

南2号棟 公営住宅 RC２ 8 H20.1.21 維持管理 １次判定へ 8

南1号棟,3号棟,西5号棟 公営住宅 木平 6 H20.1.22 維持管理 １次判定へ 6

2号棟 公営住宅 RC３ 18 S62.3.31 個別改善 １次判定へ 18

1号棟 公営住宅 RC３ 15 S63.3.31 個別改善 １次判定へ 15

1～3号棟 公営住宅 RC４ 24 H9.3.31 維持管理 １次判定へ 24

4～6号棟 公営住宅 RC４ 56 H10.3.31 維持管理 １次判定へ 56

7～8号棟 公営住宅 RC４ 32 H11.3.31 維持管理 １次判定へ 32

9～10号棟 公営住宅 RC４ 16 H12.3.31 維持管理 １次判定へ 16

11～12号棟 公営住宅 RC３ 24 H12.3.31 維持管理 １次判定へ 24

1～2号棟 公営住宅 RC４ 16 H13.4.10 維持管理 １次判定へ 16

3号棟 公営住宅 RC４ 24 H14.2.13 維持管理 １次判定へ 24

4～5号棟 公営住宅 RC３ 12 H14.10.24 維持管理 １次判定へ 12

米ノ津 早馬第二団地※ 4,5号棟 公営住宅 RC２ 28 H22.3.31 維持管理 １次判定へ
継続管理

候補
改善不要 維持管理 28

6～7棟 公営住宅 RC２ 11 S58.3.31 個別改善 １次判定へ 11

8棟 公営住宅 RC２ 4 S60.3.31 個別改善 １次判定へ 4

9棟 公営住宅 RC２ 6 S61.3.31 個別改善 １次判定へ 6

1～2棟 公営住宅 木平 4 H4.3.31 個別改善 １次判定へ 4

3棟 公営住宅 木平 2 H5.3.31 個別改善 １次判定へ 2

1～2棟 公営住宅 木平 4 H2.3.31 維持管理 １次判定へ 4

3棟 公営住宅 木平 1 H3.3.31 維持管理 １次判定へ 1

1～2棟（一般） 一般住宅 木平 2 H2.3.31 維持管理 １次判定へ 2

3～4棟（一般） 一般住宅 木平 2 H3.3.31 維持管理 １次判定へ 2

5～6棟（一般） 一般住宅 木平 2 H4.3.31 維持管理 １次判定へ 2

1棟1～2,3～4棟（特定） 特公賃 木平 4 H9.3.31 維持管理 １次判定へ 管理保留 改善不要 4

畦浦団地※ 1～6棟 特公賃 木平 6 H7.3.31 維持管理 １次判定へ 管理保留 改善不要 維持管理 6

町団地 1 一般住宅 木平 1 H6.3.31 維持管理 １次判定へ
継続管理

候補
改善不要 維持管理 1

西部第一団地 1～6棟 公営住宅 木平 6 H12.3.31 維持管理 １次判定へ 継続管理 改善不要 維持管理 6

西部第二団地 1～10棟 特公賃 木平 10 H12.3.31 維持管理 １次判定へ 継続管理 改善不要 維持管理 10

1～4号棟 公営住宅 RC２ 22 H23.7.12 維持管理 １次判定へ 22

5～8号棟 公営住宅 RC２ 22 H24.7.20 維持管理 １次判定へ 22

1～4棟 公営住宅 木平 8 H4.3.31 維持管理 １次判定へ 8

5～8棟 公営住宅 木平 8 H5.3.31 維持管理 １次判定へ 8

1～3棟 特公賃 木平 6 H6.3.31 維持管理 １次判定へ 6

1～5棟 特公賃 木平 9 H14.3.31 維持管理 １次判定へ 9

1～9棟 公営住宅 木平 16 H15.3.31 維持管理 １次判定へ 16

中郡団地 1～10棟 一般住宅 木平 10 H14.3.10 維持管理 １次判定へ 継続管理 10

岩元団地※ 1～6棟 一般住宅 木平 6 H15.2.28 維持管理 １次判定へ
継続管理

候補
6

3号棟 公営住宅 木平 2 H26.2.5 既建替え １次判定へ 2

2号棟 公営住宅 木平 2 H26.3.19 既建替え １次判定へ 2

1号棟 公営住宅 木平 2 H26.3.20 既建替え １次判定へ 2

4～5棟 公営住宅 木平 4 H27.1.23 既建替え １次判定へ 4

545 545

前計画を踏

まえた管理

方針

校区 団地名 棟名 区分
構造
階数

管理
戸数

建築
年次

①-2

判定

２次判定

グループ

①-1

判定

維持

管理

戸数

継続管理 改善不要 維持管理

西出水

東出水 太田原団地

継続管理 改善不要 維持管理西町団地

米
ノ
津
東

継続管理 改善不要 維持管理

継続管理 改善不要 維持管理

茶円堀団地

鹿島団地

継続管理

候補
改善不要 維持管理平松団地

継続管理 改善不要 維持管理

継続管理 改善不要 維持管理

荘 荘下団地

切通 境町団地

高尾野

継続管理

候補
改善不要

維持管理畦浦第二団地※
江内

野田

維持管理ウッドタウン高尾野 継続管理 改善不要

継続管理 改善不要 維持管理

下水流

下水流第二団地

本町Ｃ団地

改善不要 維持管理

継続管理

維持管理麓団地 継続管理 改善不要
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